
内閣府（防災担当）

資料１

⾸都直下地震対策検討ワーキンググループ（第９回）
令和６年12⽉11⽇（⽔）

⾸都直下地震における復旧・復興対策について





１．膨⼤な避難者対策について
２．住まいの確保について
３．災害廃棄物対策について
４．復興事前準備等について
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前回報告書（H25）における被害想定（⽣活への影響）

出典︓内閣府 「⾸都直下地震対策検討ワーキンググループ最終報告（平成25年12⽉19⽇公表）」別添資料１ https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_siryo01.pdf
「⾸都直下地震の被害想定項⽬及び⼿法の概要 〜⼈的・物的被害〜」 https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_butsuri.pdf

○ H25の報告書においては、都⼼南部直下地震が発⽣した際の避難者数は、発災当初には約300万⼈（都区部
で150万⼈）、発災後２週間後のピーク時には720万⼈（都区部では330万⼈）と推計。
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避難所について
○ 避難所の開設等は、市町村が⾏う⾃治事務。
○ 指定避難所は、災害の危険に伴い避難をしてきた被災者等が⼀定期間滞在するための施設等で、災害種別に限

らず市町村⻑が指定。（災害対策基本法第49条の７）

○ 福祉避難所は、主として要配慮者を滞在させることが想定されるもので、要配慮者の円滑な利⽤の確保、要配慮
者が相談し、⼜は助⾔その他の⽀援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な⽣活環境の確保
に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものである。（災害対策基本法施⾏令第20条の６第５号）

出典︓内閣府 「避難所について」 https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/h30kaigi/siryo5.pdf

■避難所の種類
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〇災害対策基本法（昭和三⼗六年法律第⼆百⼆⼗三号）
（指定避難所の指定）

第４９条の７ 市町村⻑は、想定される災害の状況、⼈⼝の状況その他の状況を勘案し、
災害が発⽣した場合における適切な避難所（避難のための⽴退きを⾏つた居住者、
滞在者その他の者（以下「居住者等」という。）を避難のために必要な間滞在させ、⼜
は⾃ら居住の場所を確保することが困難な被災した住⺠（以下「被災住⺠」という。）
その他の被災者を⼀時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。）の確保を図るた
め、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しな
ければならない。

２・３ （略）

〇災害対策基本法施⾏令（昭和三⼗七年政令第⼆百⼋⼗⼋号）
（指定避難所の基準）
第２０条の６ 法第４９条の７第１項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
⼀ 避難のための⽴退きを⾏った居住者等⼜は被災者（次号及び次条におい て「被災

者等」という。）を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。
⼆ 速やかに、被災者等を受け⼊れ、⼜は⽣活関連物資を被災者等に配布することが

可能な構造⼜は設備を有するものであること。
三 想定される災害による影響が⽐較的少ない場所にあるものであること。
四 ⾞両その他の運搬⼿段による輸送が⽐較的容易な場所にあるものであること。
五 主として⾼齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下この号におい

て「要配慮者」という。）を滞在させることが想定されるものにあっては、要配慮者の円滑
な利⽤の確保、要配慮者が相談し、⼜は助⾔その他の⽀援を受けることができる体制
の整備その他の要配慮者の良好な⽣活環境の確保に資する事項について内閣府令で
定める基準に適合するものであること。



⼀都三県における指定避難所等の状況
○ ⼀都三県においては、⼀般避難所が約8,100か所、福祉避難所（協定等により確保しているものも含む）が

約5,000か所指定。（令和5年10⽉1⽇現在）

■⼀都三県における避難所の状況

4出典︓内閣府 「「指定避難所等の指定状況等の調査」の結果と今後の対応について」 より作成
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/240717_jyoukyou_tuuchi.pdf



出典︓復興庁 「避難所⽣活者・避難所の推移（東⽇本⼤震災、阪神・淡路⼤震災及び中越地震の⽐較）」
https://www.reconstruction.go.jp/topics/hikaku2.pdf

避難所⽣活者・避難所の推移（東⽇本⼤震災、阪神・淡路⼤震災及び中越地震の⽐較）
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○ 東⽇本⼤震災においては、発災後３⽇のピーク時で約47万⼈の避難所で⽣活。発災２週間後には約24万
６千⼈、３か⽉後には10万⼈以下に減少。

○ 東⽇本⼤震災における避難所は、発災後１週間の段階で約2,200か所、ピークは発災後２か⽉で約2,400か
所の避難所が開設。

■避難所⽣活者の推移 ■避難所の推移



避難所⽣活者・避難所の推移（熊本地震及び令和6年能登半島地震の⽐較）
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○ 熊本地震においては本震後、約12万⼈が避難所で⽣活し、避難所については約1,000か所を超える規模で開
設。発災（本震）後、1か⽉で約1万⼈、200か所に減少。

○ 令和6年能登半島地震においては2⽇⽬に約5万⼈が避難所で⽣活し、避難所については、約1,300か所を超
える規模で開設したが、3⽇⽬には約3万⼈、500か所に減少。その後、1か⽉で避難者数は1万5千⼈まで減少
したが、避難所の数は約500か所開設と減少は⾒られなかった。

出典︓（熊本地震）内閣府 「平成 28 年（2016 年）熊本県熊本地⽅を震源とする地震に係る被害状況等について」 を基に内閣府にて作成
https://www.bousai.go.jp/updates/h280414jishin/index.html

（能登半島地震）内閣府 「令和６年能登半島地震に係る被害状況等について」 を基に内閣府にて作成
https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/r60101notojishin/index.html



東京都における避難所確保の状況
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○ ⾸都直下地震による避難者数の最⼤値は、約720万⼈（うち都区部約330万⼈）と想定。
○ 東京都では、区部における避難所への避難者数を202万⼈と想定しているが、平成25年４⽉時点における避難所

収容⼈数は、224万⼈であり、区部全体で⾒ると、避難所避難者数を上回る収容⼈数を確保。

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第２回）」 資料２
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai2kai/pdf/shiryo02.pdf



避難所の環境整備（東京都の災害⽤トイレ及びし尿処理体制）
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○ 東京都では、避難所等で上下⽔道が復旧するまでの間に使⽤する災害⽤トイレを備蓄等により確保している。
○ 発災から３⽇間程度は、し尿収集⾞による収集・運搬が困難な状況が予測されることから、区市町村は、災害⽤ト

イレの確保やし尿を下⽔道へ直接投⼊する⽅法など、し尿収集⾞による収集を要しない、し尿処理体制の確保に努
めることとされている。

○ 都は、区市町村が備蓄している災害⽤トイレや保有している、し尿収集⾞が不⾜する場合、広域的な応援の調整
を⾏い、⽣活環境の保持を図る。

２災害⽤トイレの備蓄及びし尿処理
全国知事会や九都県市等との災害⽤トイレの広域応援の協定を締結し
ている。
区市町村においては、災害⽤トイレを備蓄している。
（別冊①資料第２-13-１「災害⽤トイレの分類と備蓄等状況」）

○災害⽤トイレの分類と備蓄量等（東京都） ○災害⽤トイレの確保に関する
役割分担（東京都・区市町村）

ア 災害⽤トイレの確保
○ 災害発⽣当初は、避難者約 50 ⼈当たり１基、

その後、避難が⻑期化する場合には、約 20 ⼈
当たり１基の災害⽤トイレの確保に努める。

※ 過去の災害における確保数や、安全性、衛⽣・快
適性、⼥性・要配慮者等の多様な視点を考慮
（内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイ
ドライン」参照）

≪東京都≫
○ 関係各局や区市町村と連携し、災害⽤トイレの

需要と供給や、災害関連死対策の観点、⼥性・
要配慮者等の視点を踏まえた総合的なトイレ対
策の推進

≪区市町村≫
○ 携帯トイレ・簡易トイレ・仮設トイレ・マンホールトイ

レ等も確保
○ 強固な構造や防犯性、利⽤者の利便性にも配慮
○ 仮設トイレ等の設置体制・維持管理⽅法等に関

するマニュアルを作成
○ 要配慮者の利⽤を想定して、⾞椅⼦使⽤者対応

トイレ等の設置、⼀般トイレの洋式化、育児・介助
者同伴や性別に関わらず利⽤できる男⼥共⽤トイ
レ等の設置などバリアフリー化を推進

出典︓東京都 「地域防災計画 震災編」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000061/1000903/1000359.html



出典︓東京都⽔道局 「東京都⽔道局の災害対策 ―⾸都東京が直⾯する脅威からライフラインを守る―」
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/files/items/20287/File/suidokyoku_no_saigaitaisaku_20240401_v3.pdf

東京都における災害時の給⽔体制の確保
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○ 東京都では、公園や都⽴学校の校庭の下に⽔を貯めておく応急給⽔槽など、都内213か所（概ね半径2km内に
⼀か所）に災害時給⽔ステーションを確保。

○ ⽔道施設と応急給⽔槽を合わせて、都⺠の約3週間分以上に相当する飲料⽔を確保。



避難所の環境整備（令和6年能登半島地震）

10

○ 令和６年能登半島地震においては、避難所における⽣活環境の改善に向け、様々な対策を実施。



発災時における避難先

11出典︓内閣府 「避難⽣活の環境変化に対応した⽀援の実施に関する検討会（第２回）」 資料１
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/hinanseikatsu/02/pdf/shiryo1.pdf

○ 避難所に避難すべき者の実際の避難先としては、避難所以外にも、⾃宅、⾞、ホテル、旅館等多様。
○ これまでの災害においてもホテル・旅館の活⽤や親戚・知⼈宅への避難が実施されている。



出典︓内閣府 「東⽇本⼤震災における災害応急対策の主な課題」
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/5/pdf/3.pdf

東⽇本⼤震災における全国の避難者数の数【都道府県・施設別】
○ 東⽇本⼤震災においては、発災後約３か⽉の2011年６⽉２⽇時点では、避難所⽣活者が約33％、親族・知

⼈宅等が約26％、旅館・ホテルが約22％。
○ 発災後約８か⽉の11⽉17⽇時点では、約94％が住宅等に⼊居。
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（H23/11/17現在）（H23/11/17現在）



出典︓内閣府 「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ（第５回）」資料１
https://www.bousai.go.jp/jishin/noto/taisaku_wg_02/pdf/siryo5_1.pdf

能登半島地震における広域避難（２次避難）
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○ 能登半島地震においては、特に⾼齢者など要配慮者の⽅について、積極的に２次避難を呼びかけ。
○ ⾃宅の復旧や仮設住宅等への⼊居までの間の被災者の⽣活環境を確保するため、ホテル・旅館・⺠泊施設等を活

⽤し、２次避難等を⽀援。
○ 平時から、旅⾏会社、宿泊事業者、⺠泊関係事業者、運輸事業者、配⾷事業者等の関係者との連携体制の構

築が重要。



出典︓内閣府 「令和6年版 防災⽩書」 https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/r6_tokushu2_2.pdf
⽯川県HP 「被害等の状況について（第174報）」 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/higaihou_174_1128_1400.pdf

能登半島地震における広域避難（２次避難）の状況
○ 能登地域の被災地では、道路の⼨断により多くの孤⽴集落が発⽣したほか、孤⽴していない地域においても上下

⽔道や電気等のライフラインの被害により⽇常⽣活を送ることが困難となり、特に⾼齢者等の災害関連死も懸念さ
れたため、⽯川県において被災者を環境が整ったホテル・旅館等への避難（2次避難）を実施。

○ 受⼊先となるホテル・旅館等を確保するため、観光庁を中⼼として旅⾏業界との調整が図られ、1⽉9⽇には約
5,000⼈分の宿泊施設が確保され、さらに2⽉末までの間に全国で約31,000⼈分が確保された。

○ 令和６年11⽉28⽇時点で、⽯川県の２次避難者数は累計11,817⼈。
○⽯川県の２次避難数の推移 ○⽯川県の⼆次避難数の推移

（令和6年2⽉16⽇現在）
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5,275⼈

1,729⼈



出典︓e-Stat 「旅館・ホテル営業の施設数・客室数及び簡易宿所・下宿営業の施設数・許可・廃⽌・処分件数，都道府県－指定都市－中核市（再掲）別」
https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001222480&tclass2=000001222481&tclass3=000001222482
&stat_infid=000040217223&tclass4val=0

東京圏及びその周辺における旅館・ホテル等施設数
○ ⾸都圏＋静岡県の旅館・ホテルの部屋数は、約54万６千室。
○ これを超える避難者を２次避難させる場合は、さらに遠⽅の旅館・ホテルを活⽤する必要。
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部屋数
旅館・ホテル

県
施設数

28,377876茨城県

36,6881,386栃⽊県

29,6811,125群⾺県

26,676694埼⽟県

61,4621,238千葉県

208,6994,422東京都

58,7301,297神奈川県

27,2581,328⼭梨県

68,1492,538静岡県

545,72014,904合計



被災地域外への広域避難の取組事例
○ 東京都板橋区においては、⾸都直下地震等の⼤災害時における区の災害関連死亡者数減少のため、被災して

いない⾃治体への「広域避難（都県外広域⼀時滞在）」が可能となる体制を構築するなどの取組が⾏われている。

【取組の効果】※

協定締結⾃治体では、夏休みに区内の⼦どもたちが各⾃治体へキャンプに訪れるなど、災害時だけでなく、普段から地域ぐるみで交流を⾏っている。まったく
知らない⼟地への避難はハードルが⾼いが、すでに交流があり板橋区⺠が馴染みのある⼟地であれば、安⼼して避難⽣活を送ることができると考えている。

出典︓内閣府 「避難所における⽣活環境の確保に向けた取組事例集」
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r6_seikatsukankyou_jirei.pdf 16

【協定締結⾃治体】
⽇光市(栃⽊県)、渋川市(群⾺県)、⾼崎市(群⾺県)、沼⽥市(群⾺県)、桜川市(茨城県)、かすみがうら市(茨城県)、鴨川市(千葉県)、都留市(⼭梨
県)、妙⾼市(新潟県)、⽥上町(新潟県)、 ⽩河市(福島県)、最上町(⼭形県)、 尾花沢市(⼭形県)



被災地域外への広域避難
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○ 全国知事会では、被災県・避難先都道府県において想定される対応など、調整⼿続きのイメージを作成し、公表。

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第２回）」 資料２
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai2kai/pdf/shiryo02.pdf



広域避難者に対する情報提供
○ 内閣府では、東⽇本⼤震災において、県や市町村の域外に避難する広域避難者に対して、情報、⽀援物資、サー

ビスの提供に⽀障が⽣じた等の課題が⽣じたことを踏まえ、広域避難者に対する情報提供や福祉サービスの提供等
について指針を定めている。

○ 能登半島地震発⽣後、⽯川県においても、広域避難者向けに郵送で情報発信するとともに、郵送した冊⼦やチラシ
等を⽯川県HPに掲載している。
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■石川県 広域避難者向け情報発信
（令和6年11月8日発送分）

■避難所における良好な⽣活環境の確保に向けた取組指針
（平成25年８⽉・内閣府）（令和４年４⽉改定）

第２ 発災後における対応
16 広域⼀時滞在
（１） 当該市町村の地域に係る災害が発⽣し、被災住⺠の⽣命若しくは⾝体を災害から保護し、⼜は居住の

場所を確保することが困難な場合に、災対法第 86 条の８等に基づき、当該被災住⺠の受⼊れについて、
受⼊先として考えられる市町村の市町村⻑等に協議すること。

（２） 協議を受けた市町村⻑等は、正当な理由がある場合を除き、被災住⺠を受け⼊れるものとし、避難所を
提供すること。

（３） 広域災害時には、被災者の避難先は広く他の都道府県に及ぶことから、被災地域外の避難者が情報過
疎に置かれることのないよう、災対法第 90 条の３に基づき作成する被災者台帳の活⽤などにより、被災者
の居所の把握等情報収集を⾏うとともに、地域外避難者に対し広報紙の送付やインターネット（E メール、
ホームページの開設）等による情報提供を⾏うこと。

（４） 広域的に避難した被災者が、受⼊先の地⽅公共団体においても、継続的に福祉サービスを受けられるよう
配慮すること。

（５） 被災地⽅公共団体が所在を把握できる広域⼀時滞在者に対しては、地⽅公共団体間で連絡を密にし、
情報、サービスの提供に⽀障が⽣じないよう配慮すること.

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第２回）」 資料２
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai2kai/pdf/shiryo02.pdf
⽯川県HP
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/jouhouhasshin1108.html



広域避難者へのSNS等を活⽤した情報発信
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○ 東⽇本⼤震災による広域避難者に対しては、各都県等で紙⾯やHPによる情報提供が⾏われたが、SNS等の活⽤
により、より広く情報発信が可能となった。

○ 能登半島地震においても、り災証明書発⾏⼿続の案内など、関係⾃治体からの⽀援・情報提供のためにSNS等を
活⽤した情報発信が⾏われた。

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第５回）」資料３ を⼀部更新
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai5kai/pdf/shiryo03.pdf

＜東⽇本⼤震災＞
【神⼾市】
• 東⽇本⼤震災による神⼾市内への広域避難者に対しては、被災⾃治体から神⼾市が情報を受け取り、個別に被災者に

情報提供を実施。
• 市のFacebook、twitterと併せて、「ひょうご防災ネット」（神⼾市や兵庫県からの緊急気象情報や避難情報を発信する

メールサービス）等に事前登録があれば、神⼾市からの広域避難者にも情報発信が可能。

【岩⼿県】
• 東⽇本⼤震災による県外避難者への情報提供は、基本的には紙ベースで実施。
• 県のFacebook、twitterでは、各地の復興状況を周知する復興局ブログのほか、復興に限らない情報を発信。

【東京都】
• 東⽇本⼤震災による東京都内への広域避難者に対しては、HP及び⽉⼀回の紙⾯により、各種相談窓⼝、避難場所証

明書の発⾏の案内、受⼊や雇⽤、医療に関する情報を提供するほか、復興⽀援に係るtwitterにより、広域避難者へ情
報を発信。

• 防災情報に係る公式twitterにより、都⺠向けにも情報を発信。

＜能登半島地震＞
【⽯川県】
• 県内外の親戚宅や⾞中泊など、避難所以外で避難⽣活を送られている被災者を対象とし、LINEまたは電話にて避難

先・住所・⽒名・⽣年⽉⽇、連絡先（電話番号・メールアドレス）等の情報を登録いただいた⽅に対して、り災証明書
発⾏⼿続きのご案内など、関係⾃治体からの⽀援・情報提供を実施。

• 公式SNS（X、LINE、インスタグラム）により、地震関連の情報を発信。

※神⼾市、岩⼿県、東京都HP等より内閣府作成

（⽯川県LINE公式アカウント）
※⽯川県HP等より内閣府作成
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１．膨⼤な避難者対策について
２．住まいの確保について
３．災害廃棄物対策について
４．復興事前準備等について



○ 発災後、被災者の多くは避難所や⾃宅等で、⼀部は被災地域外の親戚・知⼈宅やホテル等で避難⽣活を継続。
○ ⾷料、⽔、簡易トイレなど避難⽣活に必要な物資については、在宅避難者等を含め避難所での受取りが可能。
○ その後、応急仮設住宅※に移り、再建後の⾃宅や災害公営住宅等で徐々に⾃⽴した⽣活に移⾏。

被災者の住まいに関する流れ

ホテル・旅館

親戚・知⼈宅

時間の流れ

被災者

公費解体 ⾃宅再建

被害
認定
調査

緊急修理・応急修理

⾃ 宅

災害公営住宅建設型応急住宅（最⻑２年、延⻑可）

物資⽀援
(push/pull)

⾃宅等

既存の公営住宅等

賃貸住宅

賃貸型応急住宅
からの契約切替え
等を含む

発 災

帰宅困難者 ⼀時滞在施設、
職場、学校等 ⾃宅等

下図は主な流れを⽰したものであり、網羅的に⽰したものではない。
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※ 応急仮設住宅（災害救助法による救助の程度、⽅法及び期間並びに実費弁償の基準より引⽤）
応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼⼜は流出し、居住する住家がない者であって、⾃らの資⼒では住家を得ることができない

ものに、 建設し供与するもの（以下「建設型応急住宅」という。）、⺠間賃貸住宅を借上げて供与するもの（以下「賃貸型
応急住宅」という。）、⼜はその他適切な⽅法により供与するものであること。

賃貸型応急住宅（最⻑２年、延⻑可）

避難所



応急仮設住宅の種類
○ 災害救助法に基づく応急仮設住宅は、⺠間賃貸住宅を活⽤した「賃貸型応急住宅」、「建設型応急住宅」及び

「その他適切な⽅法」によるものに分類され、応急救助の実施主体である都道府県が被災者に対して供与するも
のである。

○ 応急仮設住宅については、迅速な供与が可能か、コストは適正か、仕様や供給可能⼾数に問題がないか等を勘
案し、地域の実情に応じて被災者に供与されることが望ましい。

出典︓内閣府 「応急仮設住宅の供与」 https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c2.pdf を⼀部更新
「被災者⽀援のあり⽅検討会（第８回）」資料３ https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaisha_shien/dai8kai/pdf/shiryo3.pdf

ムービングハウス

トレーラーハウス
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仮設期における住まい確保に係るタイムライン（熊本地震）
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○ 熊本地震においては、発災後、約１週間で「公的賃貸住宅の⼀時提供」がスタート。約２週間で「賃貸型応急住
宅」「応急修理制度」がスタート。これに続く形で「建設型応急住宅」の着⼯となった。

出典︓国⼟交通省中部地⽅整備局 「広域巨⼤災害に備えた仮設期の住まいづくりガイドライン〜概要版〜」
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/pdf/r0203guideline_01.pdf



仮設期における住まい確保の実績（熊本地震、能登半島地震）

24出典︓国⼟交通省中部地⽅整備局 「広域巨⼤災害に備えた 仮設期の住まいづくりガイドライン 〜概要版〜」 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/jutaku_seibika/pdf/r0203guideline_01.pdf
総務省消防庁 「令和６年能登半島地震による被害及び消防機関等の対応状況（第114報）」 https://www.fdma.go.jp/disaster/info/items/20240101notohanntoujishinn114.pdf

棟数被害状況

8,657棟全壊

34,493棟半壊

43,150棟全壊＋半壊【合計】

155,154棟（参考）⼀部損壊

構成⽐⼾数供給種別

29.8%15,885⼾賃貸型応急住宅応急仮
設住宅 8.1%4,303⼾建設型応急住宅

62.1%33,083⼾応急修理

100.0%53,271⼾仮設期の住まい【合計】

■熊本地震における住宅の被害状況（棟数）
（2020.1.10現在）

■熊本地震における仮設期の住まいの供与実績

賃貸型応急住宅は取下げを除く受付件数（最終）
建設型応急住宅は建設⼾数（最終）
応急修理は取下げを除く受付件数（最終）

■能登半島地震における住宅の被害状況（棟数）
（2024.11.26現在）

棟数被害状況

6,437棟全壊

23,086棟半壊

29,523棟全壊＋半壊【合計】

110,142棟（参考）⼀部損壊

構成⽐⼾数供給種別

20.4%4,667⼾賃貸型応急住宅応急仮
設住宅 30.1%6,882⼾建設型応急住宅

49.5％11,298⼾応急修理

100.0%22,847⼾仮設期の住まい【合計】

【参考】能登半島地震における仮設期の住まいに係る実績

賃貸型応急住宅は⽯川県内の受付件数（2024.12.1現在）
建設型応急住宅は⽯川県10市町で着⼯した⼾数（2024.12.1現在）
応急修理は取下げを除く受付件数（2024.12.１現在）

○ 熊本地震においては、応急修理による対応が約６割、賃貸型応急住宅が約３割、建設型応急住宅が約１割程
度となっている。

○ 能登半島地震においては、令和６年12⽉１⽇時点において、賃貸型応急住宅は4,667⼾受付、建設型応急
住宅は6,882⼾着⼯している。



出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第４回）」 資料３
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai4kai/pdf/shiryo03.pdf

賃貸型応急住宅の事前リストアップ
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○ 全国賃貸住宅経営者協会連合会では、全国47都道府県と災害協定を締結するとともに、応急仮設住宅として利
⽤できる⺠間賃貸住宅のリストアップを平時から実施している。

○ 発災時には災害協定に基づき、登録リストを活⽤し、被災状況等も踏まえて、被災⾃治体に利⽤可能な物件リスト
の提供等を実施。



出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第２回）」 資料２ https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai2kai/pdf/shiryo02.pdf
国⼟交通省HP 「都道府県別 全国版空き家・空き地バンク参画率」 https://www.mlit.go.jp/common/001470799.pdf

応急仮設住宅としての空き家の活⽤
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○ 熊本地震では、応急仮設住宅として、空き家バンクに登録された住宅を被災者に貸与する事例が⽣まれている。

【空き家バンクに登録された住宅の活用】

 南阿蘇村では、空き家バンクに登録された住宅を、熊本地震で
被災した被災者に対し、応急借上げ住宅として貸与している。

応急借上げ住宅の期限後は、当事者同士の契約により住み続ける
ことも可能となっている。

【都道府県別 全国版空き家・空き地バンク参画率(市区町村)】
（R6.10月末時点）

〔熊本地震を踏まえた応急対策・⽣活⽀援策検討ワーキンググループ（第３回）資料〕



○ 国⼟交通省は、令和６年４⽉１⽇現在で、即⼊居可能な公営住宅等を全都道府県において約9,300⼾確保
し、⼊居済み⼾数は約800⼾となっている。また、⾼齢者が安⼼して暮らせるよう各種相談等に対応する「⽣活⽀援
アドバイザー」を配置したUR賃貸住宅を全国で300⼾確保。

○ また、財務省は、４⽉１⽇現在で、北陸４県の即⼊居可能な国家公務員宿舎等の情報として、新潟県107⼾、
富⼭県188⼾、⽯川県139⼾、福井県101⼾を提供しており、⽯川県の要請を受け、⽯川県の国家公務員宿
舎105⼾の使⽤を許可。

公営住宅等の貸与（能登半島地震）

○ 被災者を対象とした公営住宅の⼊居資格緩和の例︓東京都
（１）資格要件（抜粋）
申込者および同居親族が、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する

住宅被災市町村の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住し、東
京都営住宅条例第7条第1項に基づく使⽤者の資格の特例を受ける⽅であるこ
と。ただし、災害発⽣の⽇から３年以内に限ります。
なお、ここでいう滅失とは、全壊・全流出・全焼のことをいいます。

（２）緩和される⼊居資格（抜粋）
・家族向および単⾝者向の⼊居資格のうち「申込者が東京都内に居住している
こと」は適⽤しません。

・家族向および単⾝者向の⼊居資格のうち「所得が定められた基準内であること」
は適⽤しません。

・申込者および同居親族に住宅または⼟地を所有している⽅がいる場合でも、上
記対象地域に記載されている地域内で滅失したものについては、所有していな
いものとみなします。
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○ 能登半島地震被災者を対象とした公営住宅の貸与等状況
（令和６年７⽉23⽇）

出典︓内閣府 「令和6年版 防災⽩書」
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/r6_tokushu2_2.pdf
出典︓東京都「都営住宅⼊居者募集サイトポータルページ」
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/toei_online/teiki0511/06-2.html

出典︓内閣府 「被災者⽀援のあり⽅検討会（第８回）」
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaisha_shien/dai8kai/pdf/shiryo3.pdf



建設型応急住宅の建設候補地の確保
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○ ⾸都直下地震により住宅被害が想定されている都県においては、建設型応急住宅の建設候補地をリストアップ済み。
○ ⽤地管理者との調整済みの割合は44％。

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第２回）」 資料２
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai2kai/pdf/shiryo02.pdf



出典︓東京都 「災害時における安全な居住の持続【資料集】」
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_kcs/pdf/h27_10/shiryo_27_10_06.pdf

建設型応急住宅建設予定地の把握
○ 東京都では、被災後、速やかに建設型応急住宅を供給できるよう、区市町村は、平常時から建設予定地の定期

的な把握を⾏っている。
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被災地短期借地権による⽤地の確保

30

○ 平成25年に制定された『⼤規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法』（被災借地借家法）に
より、 「被災地短期借地権」が創設され、政令で指定された⼤規模な⽕災、震災その他の災害の地区において、存
続期間を５年以下とし、かつ、契約の更新のない借地権の設定が可能。

○ これにより、⼀時的に応急仮設住宅や仮設店舗等に⼟地を貸すなど、被災地における⼟地利⽤のために活⽤するこ
とが期待される。

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第５回）」資料３
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai5kai/pdf/shiryo03.pdf



被災地短期借地権の活⽤
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○ 東京都は、『東京都震災復興マニュアル（復興プロセス編）』を策定し、多くの都⺠や団体が協働し連携して取り組
む「地域協働復興」を提案し、⾃助・共助・公助の連携による復興や基本的な考え⽅を⽰すとともに、住⺠が積極的
に復興を進めるための仕組み等を提⽰することで、復興のプロセスを明らかにしている。

○ この中で、オープンスペースとなっている公有地が確保できない地域では、東京都では区市町村等と連携し、被災地
短期借地権を活⽤して⺠有地を⼀定期間借地できるようにすることで、仮設住宅や仮設店舗等の供給・確保を進
めることとしている。

○ また、被災地短期借地権を利⽤した⼟地の賃貸借契約締結⼿続きにあたっては、不動産鑑定⼠や税理⼠等の専
⾨家を派遣する等の⽀援も⾏うこととしている

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第５回）」資料３
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai5kai/pdf/shiryo03.pdf



⾸都直下地震における建設型応急住宅の需給関係と供給完了までの期間
○ 可能な限り賃貸⽤の空き家を活⽤したとしても、⼤量の応急仮設住宅が必要な地域がある。
○ ⾸都直下地震では、東京都において約8万⼾の応急仮設住宅が必要であり、建設完了までに8ヶ⽉を要する。

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第３回）」 資料４
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai3kai/pdf/shiryo04.pdf

■応急建設住宅の供給完了までの期間（ブロック内で必要⼾数を建設する場合）

※１・・・可能な限り賃貸⽤空き家で対応した場合で各県ごとの⼾数を合計したもの。実際には、既存の空き家が全て応急借り上げ住宅として活⽤できるわけではない。
※２・・・ブロック内で必要⼾数を確保しようとする場合。
※３・・・プレハブ建築協会会員（規格建築部会）企業によるブロック毎の応急建設住宅供給能⼒（６か⽉以内累計）を踏まえ推計。
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災害公営住宅の供給に係る⽀援

出典︓内閣府 「⼤規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会（第1回）」 参考資料１
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaishasumai/dai1kai/pdf/sanko01.pdf 33

○ 激甚災害に該当する場合の災害公営住宅の建設に当たっては、国による補助率が3/4、地⽅⾃治体負担分の
1/4を地⽅債による起債が可能とされている。



避難者等向け災害公営住宅の⽤途廃⽌・譲渡処分の特例（東⽇本⼤震災）

出典︓復興庁HP 「避難者等向け災害公営住宅の⽤途廃⽌・譲渡処分の特例」
https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/images/reference/32-01-01.pdf 34

○ 東⽇本⼤震災においては、居住制限者及び特定帰還者向けに整備した災害公営住宅に係る将来の管理負担
の軽減を図るため、柔軟な⽤途廃⽌や⼊居者等への譲渡を可能とするよう措置された。



建設型応急住宅の恒久的な活⽤
○ 能登半島地震では、被災直後には迅速かつ⼤量に供給可能な従来型のプレハブ構造の応急仮設住宅の建設が進

められたが、復興段階以降は、⼊居期間終了後も市町営住宅へ転⽤され、故郷に住まいを継続できる「まちづくり
型（熊本モデル）」、「ふるさと回帰型（⽯川モデル）」の応急仮設住宅の建設も進められた。

出典︓⽯川県 「応急的なお住まいの⽀援 当⾯の⾒通し（令和６年能登半島地震）」 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/chiji/kisya/documents/0123sumai.pdf 35
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１．膨⼤な避難者対策について
２．住まいの確保について
３．災害廃棄物対策について
４．復興事前準備等について



災害廃棄物処理の流れ

出典︓国⽴研究開発法⼈ 国⽴環境研究所 「災害廃棄物情報プラットフォーム」
https://dwasteinfo2.nies.go.jp/page/page000210.html

○ 災害廃棄物は、被災現場から仮置場を経由して処理処分・再⽣利⽤される。
○ ⼀次仮置場は、市町村が設置・管理する、災害廃棄物（特に⽚付けごみ）を⼀時的に置くための場所であり、総

合公園の駐⾞場やグラウンド位の⾯積に、10品⽬程度に⼤まかに分別しながら災害ごみを集積する。
○ ⼀次仮置場で集めた災害廃棄物を処理施設に持ち込む前に、さらに細かい分別が必要な場合には、⼆次仮置場

を設置。⼆次仮置場では、移動式の破砕機、バックホウ等の重機、仮設の選別施設、⼿選別のラインなどにより細
かい選別を⾏う。

37



災害廃棄物処理計画について

出典︓環境省 「災害時の⼀般廃棄物処理に関する初動対応の⼿引き」
https://www.env.go.jp/content/900536593.pdf

○ 災害廃棄物処理計画は、災害廃棄物の処理を完了するまでに必要な事項を網羅的にまとめた計画であり、発災
時に必要に応じて策定する災害廃棄物処理実⾏計画の基礎となるもの。

○ 環境省は、全国の⾃治体職員が、災害廃棄物処理計画を⾒直す際や計画を策定する際に、「計画に記載してお
くべき事項」「計画の実効性を向上させるために重要な事項」について確認するためのガイドラインを作成。

○ ⾸都直下地震緊急対策推進基本計画では、地震時の災害廃棄物処理の迅速化を図ることを⽬的に、災害廃
棄物処理計画の策定率を100%（１都３県の全市町村）に近づけることを⽬指すとされており、令和５年３⽉
末時点で90%※の策定率となっている。（平成26年42%（1都3県の全市町村））

■災害廃棄物処理計画 ■災害廃棄物処理計画策定率（1都3県全市町村）

90%※

（1都3県の全市町村）

出典︓環境省 「災害廃棄物処理計画の策定状況」をもとに内閣府防災作成
http://kouikishori.env.go.jp/strengthening_measures/formulation_status/pdf/formulat
ion_status_r0503.pdf

（令和５年３⽉末時点）
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※１都３県の全212市町村のうち191市町村が策定済み。



出典︓東京都 「東京都災害廃棄物処理計画【概要版】（令和５年９⽉改定）」
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/resource-disaster_waste-files-disasterplan_revision-brief

東京都災害廃棄物処理計画【概要版】（令和５年９⽉改定）
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○ 東京都においては、平成29年６⽉に東京都災害廃棄物処理計画を策定。災害廃棄物処理の実効性向上等の
最新の知⾒を反映し、令和５年９⽉に計画を改定。



⾸都直下地震において想定される廃棄物の量とその措置の考え⽅について

出典︓環境省 「災害廃棄物対策をめぐる動き」
http://kouikishori.env.go.jp/action/movement/

○ 災害廃棄物対策において、災害の規模と適⽤する措置の考え⽅が整理されている。
○ ⾸都直下地震発⽣時の推定災害廃棄物量は最⼤で約1.1億トン（東⽇本⼤震災との⽐較で約５倍）が想定

されており、災害対策基本法に基づく環境⼤⾂による代⾏を実施することとされている。
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出典︓
1) 「巨⼤災害発⽣時における災害廃棄物対策のグランドデザインにつ

いて 中間取りまとめ」平成26年3⽉ 環境省 巨⼤地震発⽣時にお
ける災害廃棄物対策検討委員会

2) 内閣府の推計値（⾸都直下地震︓1億トン）よりも⼤きな数値と
なった理由として、内閣府の推計値が全壊のみを対象としたのに加え
、グランドデザインでは、半壊・床上浸⽔・床下浸⽔を被害想定に追
加したものである。

■⾸都直下地震の災害の規模及び
想定する廃棄物の量

■災害廃棄物対策における災害の規模と適⽤する措置の考え⽅

⾸都直下地震
（局所的・⼤規模地震）

• 狭い地域に膨⼤な量の災害廃棄物が発⽣
し⾸都機能が⿇痺
• ⾸都機能回復のため早期処理が必要
• 廃棄物関連中枢機能喪失

特徴

2）最⼤ 約1.1億トン
（約5倍）

1）推定災害
廃棄物量
（東⽇本⼤
震災⽐較）



東京都の災害廃棄物処理に係る広域応援体制
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○ 災害廃棄物処理に係る⼈材や資機材が不⾜し、都内だけでは⼗分な体制が構築できない場合、都内の各⾃治体
が事前に締結した個別協定により対応。

○ 次に、都内各⾃治体間での相互⽀援を促進。
○ D.Waste-Net、災害廃棄物処理⽀援員制度（⼈材バンク）等、その他広域連携については、都が窓⼝となって、

環境省を通じて要請を⾏う。

出典︓東京都 「⾸都直下地震等の⼤規模災害に備えた災害廃棄物対策」 を内閣府にて⼀部変更
http://kouikishori.env.go.jp/action/d_waste_net/pdf/symposium_240124_lecture_03.pdf

【D.Waste-Netの主な構成メンバー】
・有識者
・地⽅⾃治体関係者
・関係機関の技術者
・関係業界団体 等



災害廃棄物の広域処理について

出典︓環境省 「東⽇本⼤震災における災害廃棄物処理について（避難区域を除く）」
http://kouikishori.env.go.jp/archive/h23_shinsai/implementation/table/pdf/shori140425.pdf
復興庁 「東⽇本⼤震災の復興施策の総括に関するワーキンググループ（第４回）」 資料10
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/20190930_10_haikibutsushori.pdf
環境省 「環境省における災害廃棄物対策の最近の取組状況について」
http://kouikishori.env.go.jp/action/d_waste_net/pdf/symposium_241020_lecture_02.pdf
環境省 「災害廃棄物処理（公費解体）の推進について」 https://www.env.go.jp/content/000265996.pdf

○ 災害により発⽣する災害廃棄物については、仮設焼却炉等による処理など被災地で処理しきれない分については、
全国の処理施設での処理が⾏われる。

○ 東⽇本⼤震災では、１都１府16県において約62万トンの災害廃棄物（うち、⺠間での受⼊量は約46万トン）が受⼊れ・
処理された（平成26年３⽉末に全量受⼊れ済み）。

○ 能登半島地震では、家屋等解体により⼤量に発⽣する災害廃棄物を処理するため、広域処理が進められている。

○ 岩⼿県では約420万トン（通常年間処理量の約９年分）、宮城県
では約1,110万トン（約14年分）の災害廃棄物が発⽣。

○ １都１府16県で約62万トンの災害廃棄物が広域処理され、
・ 可燃物・⽊くず（焼却）の約１割（仮設焼却炉の⽴地制約の

⼤きな岩⼿県では24％）
・ 不燃混合物や漁具・漁網（埋⽴）の４割強

の処理に貢献。

■東⽇本⼤震災 ■能登半島地震
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○ ⽯川県のみで災害廃棄物が約332万トン発⽣すると推計されている（令和
６年８⽉時点）。

○ 令和７年10⽉までの公費解体完了、令和７年度末までの処理完了に向
け、県外での広域処理を推進することとされており、
「災害廃棄物中部ブロック広域連携計画」に基づき、環境省から中部ブロッ
ク内へ広域処理の協⼒を依頼するとともに、
輸送の効率性を考慮し、近畿ブロックや鉄道貨物輸送可能な関東ブロック
についても依頼し、各地で広域処理を実施中。



公費解体について
○ 損壊家屋等（家屋だけでなく、倉庫や中⼩企業者の事業所等を含む）の解体は、本来、私有財産の処分であり、

原則として、所有者の責任によって⾏うこととなる。ただし、災害復興に当たって、被災⾃治体は災害等廃棄物処
理事業費補助⾦を活⽤して全壊家屋等の解体（いわゆる公費解体）を実施することができる。

○ 環境省は、公費解体・撤去の⼀連の流れ、申請書類の合理化等、事務⼿続きを⾏う際の参考となるよう、「公費
解体・撤去マニュアル（第１版）」を令和６年１⽉29⽇に策定し提供。

○ その後、環境省は、公費解体の円滑な運⽤のため、「公費解体・撤去マニュアル」を順次改訂している。

43出典︓環境省 「環境省における災害廃棄物対策の最近の取組状況について」 http://kouikishori.env.go.jp/action/d_waste_net/pdf/symposium_241020_lecture_02.pdf
内閣府 「令和６年能登半島地震 復旧・復興⽀援本部（第11回）」 https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/r60101notojishin_hukkyuhonbu11.pdf

■円滑な運⽤に向けた取組 ■能登半島地震 公費解体進捗状況
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１．膨⼤な避難者対策について
２．住まいの確保について
３．災害廃棄物対策について
４．復興事前準備等について



復興事前準備の必要性
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○ これまで「防災対策」として、被害を出さないようにハード整備を主に対策が⾏われてきたが、被害を完全に防ぐことは
不可能であった。

○ このような状況を踏まえ、あらかじめ被害の発⽣を想定した上で、被害を最⼩限に抑えるため、ハード・ソフトによる総
合的な対策を実施する「減災対策」を実施することとされた。

○ この「減災対策」は、想定しうる最⼤規模の災害においては、被災することが前提となるが、被災した過去の災害では、
復興の⼿順や進め⽅、復興における将来⽬標像等の事前検討・共有が不⼗分などといった状況により、被災者の⽣
活再建、復興に影響が⽣じたことから、「復興事前準備」が重要となる。

出典︓国⼟交通省 「復興まちづくりのための事前準備について」
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/bosai/pdf/shuto_kouen02.pdf



復興まちづくりのための事前準備ガイドライン
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○ 復興まちづくりの体制や⼿順等を事前に検討しておくことで、被災後に早期かつ的確な市街地復興が可能となるよう、
５つのポイントをガイドラインで明⽰（平成30年7⽉公表）。

○ また、復興事前準備の取組には、都市防災総合推進事業（防災・安全交付⾦）を活⽤可能。

出典︓国⼟交通省 「復興まちづくりのための事前準備について」
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/bosai/pdf/shuto_kouen02.pdf
国⼟交通省 「都市防災総合推進事業の概要」
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001734695.pdf

※１︓事業者が地⽅公共団体以外の場合については、下記の通り
・①、③、⑤(地区緊急避難施設に限る)、⑦、⑧(復興まちづくり⽀援施設整備助成に限る)については、
地⽅公共団体の補助に要する費⽤の1／2⼜は当該事業に要する費⽤の1／3のいずれか低い額

・⑤を防災街区整備推進機構が⾏う場合については、地⽅公共団体の補助に要する費⽤の1／2 
・⑥の⼯事費については、当該事業に要する費⽤の１／2

※２︓南海トラフ特措法⼜は⽇本海溝・千島海溝特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に位置付けられ、
⼀定の要件を満たす避難場所、避難路の整備については国費率2／3



出典︓東京都 「東京都震災復興マニュアル 復興プロセス編」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/404/purosesu.pdf

東京都における復興事前準備の取組
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○ 東京が⼤規模な地震で被災した場合、計画的に震災復興を進める必要があり、国や⾃治体はもちろんのこと、被災
者⾃⾝をはじめ、ＮＰＯ、ボランティア、専⾨家、企業などの幅広い参画が必要。

○ 東京都では、東京都震災復興マニュアル「復興プロセス編」を作成し、多くの都⺠や団体が協働し連携して取り組む
「地域協働復興」を提案し、⾃助・共助・公助の連携による復興や基本的な考え⽅を⽰すとともに、住⺠が積極的に
復興を進めるための仕組み等を提⽰することで、復興のプロセスを明らかにしている。



復興事前準備の取組（⾜⽴区）
○ 東京都⾜⽴区では、復興事前準備の取組として、市町村マスタープランの分野別計画の中で、住⺠参加型の訓

練も含め、復興まちづくり訓練の実施回数を施策⽬標として位置付けている。

■⾜⽴区防災まちづくり基本計画（令和4年２⽉改定）※計画期間（R3〜R12）

48出典︓東京都⾜⽴区 「⾜⽴区防災まちづくり基本計画」 https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/55928/03adatikuboumatidainisyoudaisannsyou.pdf
「⾜⽴区防災まちづくり基本計画改定 概要版」 https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/55928/02_gaiyou.pdf



復興事前準備の取組（葛飾区）
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○ 葛飾区では、「葛飾区都市計画マスタープラン」において「復興まちづくりの⽅針」を位置付け。
○ 道路等都市基盤の整備状況や被災前に検討されていた計画などを踏まえ、震災復興まちづくり⽅針図を作成し、復

興まちづくりの実施⼿法について事前の検討を⾏っている。
○ さらに、復興事前準備の取組として、住⺠と⾏政を交えた「震災復興まちづくり模擬訓練」も実施している。

■大被害を想定した震災復興まちづくり方針図 ■震災復興まちづくり模擬訓練の様子

出典︓東京都葛飾区 「葛飾区 都市計画マスタープラン」 https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/992/1.pdf
「葛飾区 都市計画マスタープラン 概要版」 https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/992/2.pdf



復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和５年７⽉末時点）
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○ 取組着⼿率は、政令指定都市が90％、特別区が100％など、⼤都市において、⾼い傾向。
○ ⾸都直下地震の被害想定地域で81％と、⼤規模災害の被害が想定される地域で⾼い傾向。

出典︓国⼟交通省 「復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和５年７⽉末時点）」 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_bosai/content/001735051.pdf

※１ 南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている市区町村（震度６弱以上、
津波高３ｍ以上で海岸堤防が低い地域等）

※２ 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されている市区町村（津波
により30cm以上の浸水が地震発生から30分以内に生じる地域等）

※３ 首都直下地震緊急対策区域に指定されている市区町村（震度６弱以上、津波
高３ｍ以上で海岸堤防が低い地域等）

※４ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されている市区
町村（震度６弱以上、津波高３ｍ以上で海岸堤防が低い地域等）

※５ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域に指定されて
いる市区町村（津波により30cm以上の浸水が地震発生から40分以内（茨城県以
南は30分以内）に生じる地域等）



復旧復興に係る⽀援

（１）復旧・復興ハンドブック
 地⽅公共団体が取り組む「復興マニュアル」策定

や復旧・復興に関する地域防災計画の充実の
参考となるよう、災害復旧・復興対策の⼿順や
参考情報を提供することを⽬的。

 施策分野18項⽬、個別施策65件、災害関係
の法律約50件以上、制度・指針など約230件
以上について、災害後の取組⽅法の解説と合わ
せて掲載。

【復旧・復興ハンドブックの構成】

（２）災害復興対策事例集

○ 内閣府では、地⽅公共団体の被災後の迅速かつ円滑な復旧・復興への取組や事前対策の取組を⽀援するため、
各災害で実際に被災した⾃治体へアンケート調査、ヒアリング等を⾏い収集した事例を多数収録した「復旧・復興ハ
ンドブック」や「災害復興対策事例集」を作成している。

○ また、令和６年能登半島地震の発⽣後、内閣府・内閣官房は、被害状況や⽴地特性に応じて活⽤可能なまちづ
くりの考え⽅を整理した「復興まちづくりに当たっての参考資料」を公表した。

51出典︓（１）（２）内閣府 「災害対応資料集」 https://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/saigaitaiou/
（３）内閣府 「復興まちづくりに当たっての参考資料」 https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/fukko_machidukuri.html

 災害事例は地震（津波）、⾵⽔害、
⽕⼭災害、⼟砂災害、⾼潮、⻯巻など、
合計59の災害事例より、743の取組施
策を紹介。

 「復旧・復興ハンドブック」と連携する形で
情報提供。

（３）復興まちづくりに当たっての参考資料
〜令和６年能登半島地震からの被災地再⽣へのみちしるべ〜

 市町村が復興まちづくりの計画を策定し⽣業・にぎわいの再⽣に
取り組むに当たって参考となるよう、被災地の地域特性や被害状
況に応じた復興の⽅向性、復興に活⽤可能な⽀援策（事業・
制度）を整理し、提供。



円滑な復旧・復興に向けた地籍調査の必要性

出典︓国⼟交通省 「地籍調査の推進に向けた対応について」
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001480797.pdf

○ 地籍調査の実施により、①⼟地に関する情報（境界、⾯積等）が正確なものに改められ、②その情報を基に
⼟地の境界を現地に復元することが可能となる。

○ ⼟地取引の円滑化はもとより、災害発⽣時における早期の復旧・復興、社会資本整備・まちづくりの効率化などの
様々な効果が創出される。
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地籍調査の円滑化・迅速化
○ 令和２年の国⼟調査法等の改正及び第７次国⼟調査事業⼗箇年計画（令和２年５⽉閣議決定）に基づき、

新たな調査⼿続・調査⼿法の導⼊等を推進し、地籍調査の円滑化・迅速化を図る。

出典︓国⼟交通省 「地籍調査の推進に向けた対応について」
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001480797.pdf 53



復旧・復興に係る⽀援者の居住環境の確保（能登半島地震）
○ 令和6年能登半島地震においては、発災直後から多くの⽀援者（応援⾃治体職員、復旧事業者、ボランティア

等）が被災地に⼊り、多岐にわたる⽀援を実施してきたが、被災地ではホテル・旅館等も⼤きな被害を受け、宿泊
場所・施設が不⾜。

○ 迅速な被災地復旧のため、関係者が連携の下、フェーズの変化に伴い、中⻑期の滞在者向けの宿泊拠点の需要
が⾼まりつつあることにも留意しつつ、被災地の活動拠点近くの宿泊場所の確保・充実が進められた。

54出典︓内閣府 「被災者⽀援のあり⽅検討会（第８回）」 資料６ https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaisha_shien/dai8kai/pdf/shiryo6.pdf

※令和６年７⽉25⽇時点
（令和６年７⽉25⽇以降も取組が進められている。）



第９回WGにおいてご議論頂きたい内容
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⾸都直下地震対策検討WG（第９回）においてご議論頂きたい内容（まとめ）

第９回WGにおいては、以下の論点について、ご議論頂きたい。

（１）膨⼤な避難者が想定される中での避難環境のあり⽅
〇 膨⼤な避難者を受け⼊れるための多様な⽅策の検討
〇 広域的な避難のあり⽅（被災地外、ホテル・旅館等）
〇 膨⼤な避難者を抱える避難所での快適な避難環境の確保
〇 在宅避難のあり⽅、在宅避難者への⽀援 等

（２）膨⼤なニーズが想定される中での住まい確保のあり⽅
〇 迅速な住まいの確保のための多様な⽅策の検討
〇 ⼟地がひっ迫する⾸都圏における⽤地の確保 等

（３）迅速な復旧・復興に向けた事前準備のあり⽅
〇 膨⼤な量の災害廃棄物等の仮置場の確保
〇 事前の復興まちづくり計画の策定促進のための⽅策
〇 ⼟地利⽤をはじめとする事前準備のあり⽅ 等
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